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�愛媛県告示第７７６号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により、次のように医師の指定をした。

平成２０年５月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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診断する身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療 所 の 名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 指定年月日

肢 体 不 自 由 整 形 外 科 市立八幡浜総合病院 温泉川 一 喜 八幡浜市大平１番耕地６３８ 平成
２０年５月１日

肢体不自由・心臓・じん臓・呼
吸器・ぼうこう又は直腸・小腸
機能障害

内 科 松野町国民健康保険
中央診療所 豊 崎 浩一郎 北宇和郡松野町大字延野 １々４０６－４ 平成

２０年５月１日

肢 体 不 自 由 整 形 外 科 財団法人積善会附属
十全総合病院 松 尾 真 嗣 新居浜市北新町１－５ 平成

２０年５月１日

肢 体 不 自 由 整 形 外 科 市 立 大 洲 病 院 間 � 桂 子 大洲市西大洲字ヤスバ甲５７０ 平成
２０年５月１日

視 覚 障 害 眼 科 市 立 宇 和 島 病 院 西 谷 元 宏 宇和島市御殿町１－１ 平成
２０年５月１日

ぼうこう又は直腸機能障害 外 科 市 立 津 島 病 院 今 井 良 典 宇和島市津島町高田丙１５ 平成
２０年５月１日

視 覚 障 害 眼 科 市 立 野 村 病 院 兵 頭 靖 秋 西予市野村町野村９－５３ 平成
２０年５月１日

肢体不自由・心臓・じん臓・呼
吸器・ぼうこう又は直腸・小腸
機能障害

整形外科・内
科 市 立 野 村 病 院 山 本 有 希 西予市野村町野村９－５３ 平成

２０年５月１日

肢 体 不 自 由 整 形 外 科 国立大学法人愛媛大
学医学部附属病院 藤 渕 剛 次 東温市志津川 平成

２０年５月１日

肢体不自由・ぼうこう又は直腸
機能障害 外 科 伊 予 病 院 吉 田 敦 伊予市八倉９０６－５ 平成

２０年５月１日

肢体不自由・じん臓・ぼうこう
又は直腸機能障害

泌尿器科・リ
ハビリテーシ
ョン科

伊 予 病 院 高 橋 真 司 伊予市八倉９０６－５ 平成
２０年５月１日

心 臓 機 能 障 害 循 環 器 科 喜 多 医 師 会 病 院 齋 藤 実 大洲市徳森字小鳥越２６３２－３ 平成
２０年５月１日

毎週（火・金）曜日発行 第１９６３号 平成２０年５月１３日

平成２０年５月１３日火曜日 第１９６３号

愛 媛 県 報
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�愛媛県告示第７７７号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により指定した医師が、次のように所在地を変更した。

平成２０年５月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第７７８号
身体障害者福祉法施行令（昭和２５年政令第７８号）第３条第２項の規定により、次のように指定医師の辞退の届出があった。

平成２０年５月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

肢体不自由・心臓・じん臓・呼
吸器・ぼうこう又は直腸・小腸
機能障害

外 科 今治市医師会市民病
院 白 井 信 今治市別宮町７－１－４０ 平成

２０年５月１日

聴覚・言語・音声・平衡・そし
ゃく機能障害 耳鼻咽喉科 医療法人弘仁会共立

病院 青 野 央 西条市三津屋南９－１０ 平成
２０年５月１日

肢 体 不 自 由 整 形 外 科 国立大学法人愛媛大
学医学部附属病院 奥 田 俊 介 東温市志津川 平成

２０年５月１日

心 臓 機 能 障 害 小 児 科 国立大学法人愛媛大
学医学部附属病院 山 本 英 一 東温市志津川 平成

２０年５月１日

肢体不自由・言語・音声機能障
害 脳神経外科 医療法人綮愛会石川

病院 西 谷 和 敏 四国中央市上分町７３２－１ 平成
２０年５月１日

肢 体 不 自 由 整 形 外 科 医療法人綮愛会石川
病院 飯 本 誠 治 四国中央市上分町７３２－１ 平成

２０年５月１日

肢体不自由・心臓・じん臓・呼
吸器・ぼうこう又は直腸・小腸
機能障害

外 科 医療法人綮愛会石川
病院 秋 田 聡 四国中央市上分町７３２－１ 平成

２０年５月１日

肢 体 不 自 由 整 形 外 科 医療法人綮愛会石川
病院 宮 脇 城 二 四国中央市上分町７３２－１ 平成

２０年５月１日

肢 体 不 自 由 形 成 外 科 医療法人綮愛会石川
病院 北 村 弥 生 四国中央市上分町７３２－１ 平成

２０年５月１日

心 臓 機 能 障 害 循 環 器 科 住 友 別 子 病 院 上 杉 忠 久 新居浜市王子町３－１ 平成
２０年５月１日

医 師 氏 名
旧 所 在 地 新 所 在 地

変 更
年月日病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地 病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地

玉 井 正 健 市 立 宇 和 島 病 院 宇和島市御殿１－１ 市 立 津 島 病 院 宇和島市津島町高田丙１５ 平成１８年
３月１日

大 道 真 志 大 洲 中 央 病 院 大洲市東大洲５ 市 立 津 島 病 院 宇和島市津島町高田丙１５ 平成１９年
９月１日

和 田 敏 裕 伊 予 病 院 伊予市八倉９０６－５ 和 田 医 院 四国中央市川之江町１７４６ 平成２０年
４月１日

森 岡 紀 勝 愛 媛 県 立 新 居 浜 病 院 新居浜市本郷３－１－１ 独立行政法人国立病院機構愛
媛病院 東温市横河原３６６ 平成２０年

４月１日

山 中 正 康 愛 媛 県 立 伊 予 三 島 病 院 四国中央市中之庄町１６４８－２ 市 立 宇 和 病 院 西予市宇和町卯之町１－２４６
－１

平成２０年
４月１日

松 本 充 司 社会福祉法人恩賜財団済生会
今治病院 今治市喜田村７－１－６ 医療法人順天会放射線第一病

院 今治市北日吉町１－１０－５０ 平成２０年
４月１日

森 本 陽 介 医療法人社団更生会村上記念
病院 西条市大町７３９ 伊 予 病 院 伊予市八倉９０６－５ 平成２０年

４月１日

山 川 久 秀 市 立 大 洲 病 院 大洲市西大洲甲５７０ 伊 予 病 院 伊予市八倉９０６－５ 平成２０年
４月１日

増 田 環 住 友 別 子 病 院 新居浜市王子町３－１ 財団法人積善会附属十全総合
病院 新居浜市北新町１－５ 平成２０年

４月１日

青 野 央 愛 媛 県 立 南 宇 和 病 院 南宇和郡愛南町城辺甲２４３３－
１ 医療法人弘仁会共立病院 西条市三津屋南９－１０ 平成２０年

４月１日

加 藤 誠 二 新居浜医療生協中萩診療所 新居浜市萩生１０６１ 鬼北町国民健康保険愛治診療
所 北宇和郡鬼北町清水９７０－１ 平成２０年

４月２１日

愛 媛 県 報平成２０年５月１３日 第１９６３号
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�愛媛県告示第７８１号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第５項の規

定により、次のとおり大規模小売店舗内の店舗面積の合計を基準面

積以下とする旨の届出があった。

平成２０年５月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第７８２号
国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）第６条の３第２項に規定す

る平成２０年度の事業計画及び調査成果のシステム化の実施のための

同年度における事業計画を次のとおり定めた。

平成２０年５月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第７７９号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自立支援医療機関を指定した。

平成２０年５月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第７８０号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自立支援医療機関を指定した。

平成２０年５月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

診断した身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療 所 の 名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 辞退年月日

肢 体 不 自 由 整 形 外 科 市 立 宇 和 島 病 院 永 淵 慎一郎 宇和島市御殿町１－１ 平成
２０年３月３１日

肢 体 不 自 由 内 科 財団法人積善会附属
十全総合病院 金 藤 秀 治 新居浜市北新町１－５ 平成

２０年３月３１日

じん臓・ぼうこう又は直腸機能
障害 外 科 財団法人積善会附属

十全総合病院 須 � 紀 一 新居浜市北新町１－５ 平成
２０年３月３１日

じ ん 臓 機 能 障 害 内科・循環器
科

国立大学法人愛媛大
学医学部附属病院 福 岡 富 和 東温市志津川 平成

２０年３月３１日

肢体不自由・言語・音声・そし
ゃく機能障害 脳神経外科 医療法人綮愛会石川

病院 浅 野 登 四国中央市上分町７３２－１ 平成
２０年３月３１日

肢体不自由・心臓・じん臓・呼
吸器・ぼうこう又は直腸・小腸
機能障害

外 科 医療法人綮愛会石川
病院 吉 川 浩 之 四国中央市上分町７３２－１ 平成

２０年３月３１日

肢 体 不 自 由 整 形 外 科 医療法人綮愛会石川
病院 森 信 幹 彦 四国中央市上分町７３２－１ 平成

２０年３月３１日

名 称 所 在 地 開設者の氏名又は名称 担当しようとする
医療の種類 指定年月日

市立宇和島病院 宇和島市御殿町１－１ 宇和島市
口腔外科に関する
医療（育成医療・
更生医療）

平成２０年
５月１日

名 称 所 在 地 開設者の氏名又は名称 担当しようとする
医療の種類 指定年月日

上浦ハート薬局 今治市上浦町井口５２９７－１ 有限会社カナダイメディカル 平成２０年
５月１日

大規模小売店舗
の名称

大規模小売店舗
の所在地

大規模小売店舗内の店舗面積の
合計が基準面積以下となる日

スーパードラッグ
コスモス馬木店

松山市馬木町２３２
番（仮換地６１街区
９画地）

平成２０年３月１６日

調査を行う
者 の 名 称 調 査 地 域 調 査 期 間 摘 要

松 山 市

東石井地区
北井門地区
越智地区
北土居地区
朝生田地区
和泉北地区
土居田地区
針田地区

平成２１年３月３１日まで
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

地籍調査
〃
〃
〃
〃
〃
〃（概況調査）
〃（概況調査）

宇 和 島 市

本九島の一部
百之浦の一部
蛤の一部
岩松の一部
下畑地の一部
岩松の一部

平成２１年３月３１日まで
〃
〃
〃
〃
〃

地籍調査
〃
〃
〃
〃

数値情報化

八 幡 浜 市 日土町の一部
日土町の一部

平成２１年３月３１日まで
〃

地籍調査
数値情報化

新 居 浜 市
谷、横道の一部
瓜生野の一部
高祖の一部

平成２１年３月３１日まで
〃
〃

地籍調査
〃
〃

西 条 市
下島山の一部
飯岡の一部
飯岡、早川の一部
下島山の一部

平成２１年３月３１日まで
〃
〃
〃

地籍調査
〃
〃

数値情報化

大 洲 市

新谷の一部
新谷町の一部
長浜町仁久の一部
長浜町仁久の一部
藤縄の一部

平成２１年３月３１日まで
〃
〃
〃
〃

地籍調査
〃
〃

数値情報化
〃

愛 媛 県 報平成２０年５月１３日 第１９６３号

５４７
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�愛媛県告示第７８３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第６８条第２項において準用

する同法第１８条第１６項の規定により、清算法人越智郡菊間町土地改

良区から次のとおり清算人が就職した旨の届出があった。

平成２０年５月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

氏 名 住 所

吉 井 豊
菅 孝 友
山 崎 純 和

今治市菊間町浜７６２番地
今治市菊間町松尾７８９番地
今治市菊間町佐方１１１９番地

�������
�愛媛県告示第７８６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の２第１項の規定

により、東温市から次のとおり土地改良事業の工事が完了した旨の

届出があった。

平成２０年５月１３日

愛媛県中予地方局長 梅 木 要

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良工事の完
了年月日

ため池等整備事業 笠張地区 平成２０年３月１０日

�������
�愛媛県告示第７８７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の２第１項の規定

により、東温市から次のとおり土地改良事業の工事が完了した旨の

届出があった。

平成２０年５月１３日

愛媛県中予地方局長 梅 木 要

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良工事の完
了年月日

県単独補助土地改良事業 丁字ヶ谷地区 平成２０年２月１５日

�������
�愛媛県告示第７８８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の２第１項の規定

により、東温市南方土地改良区から次のとおり土地改良事業の工事

が完了した旨の届出があった。

平成２０年５月１３日

愛媛県中予地方局長 梅 木 要

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良工事の完
了年月日

県単独補助土地改良事業
（かんがい排水） 曲里地区 平成２０年２月２９日

�愛媛県告示第７８４号
半島振興法（昭和６０年法律第６３号）第１１条第１項の規定により、次のとおり基幹道路の改築工事を愛媛県において実施する。

平成２０年５月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第７８５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年５月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

喜多山の一部
大洲の一部
五郎の一部
肱川の一部
東若宮の一部

〃
〃
〃
〃
〃

〃
〃
〃
〃
〃

四国中央市

三島中央の一部
川之江町の一部
新宮町新瀬川の一
部
土居の一部

平成２１年３月３１日まで
〃
〃

〃

地籍調査
〃
〃

〃

東 温 市
河之内の一部
滑川の一部
山之内の一部
河之内の一部

平成２１年３月３１日まで
〃
〃
〃

地籍調査
〃

数値情報化
〃

松 前 町

西高柳の一部
筒井、浜及び西古
泉の一部
東古泉、西古泉及
び筒井の一部

平成２１年３月３１日まで
〃

〃

地籍調査
〃

〃

道路の管理者 道路の種類 路 線 名 工 事 区 間 工事の
種 類 工事の開始の日

伊 方 町 町 道 ミノコシ正野
谷線

西宇和郡伊方町正野１３１８番から

同町正野１４００番２まで
改 築 平成２０年５月１３日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 桜井山路線
今治市郷桜井一丁目甲２６７番８から

同市郷桜井一丁目甲２０７番９まで
平成２０年５月１３日

愛 媛 県 報平成２０年５月１３日 第１９６３号
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�愛媛県告示第７８９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の２第１項の規定

により、東温市北野田土地改良区から次のとおり土地改良事業の工

事が完了した旨の届出があった。

平成２０年５月１３日

愛媛県中予地方局長 梅 木 要

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良工事の完
了年月日

県単独補助土地改良事業
（かんがい排水） 大地地区 平成２０年３月２１日

�������
�愛媛県告示第７９０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の２第１項の規定

により、東温市松瀬川土地改良区から次のとおり土地改良事業の工

事が完了した旨の届出があった。

平成２０年５月１３日

愛媛県中予地方局長 梅 木 要

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良工事の完
了年月日

県単独補助土地改良事業
（かんがい排水） 鳥ノ子地区 平成２０年２月２９日

�������
�愛媛県告示第７９１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の２第１項の規定

により、東温市上林土地改良区から次のとおり土地改良事業の工事

が完了した旨の届出があった。

平成２０年５月１３日

愛媛県中予地方局長 梅 木 要

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良工事の完
了年月日

県単独補助土地改良事業
（かんがい排水） 於検校地区 平成２０年２月２９日

�������
�愛媛県告示第７９３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

三崎町土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した旨の

届出があった。

平成２０年５月１３日

愛媛県南予地方局長 渡 部 敏 夫

就 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 山 下 茂 西宇和郡伊方町三崎１７２１番地

〃 溜 池 保 政 西宇和郡伊方町三崎１２７１番地

〃 溜 池 信 次 西宇和郡伊方町三崎１１６５番地

〃 阿 部 鐵 雄 西宇和郡伊方町三崎１５５２番地

〃 曽我部 金 二 西宇和郡伊方町高浦３６番地

〃 長 山 雅 雄 西宇和郡伊方町佐田１０４番地

〃 木野本 伸 行 西宇和郡伊方町大佐田２番地

〃 宮 本 春 美 西宇和郡伊方町井野浦１３０番地

〃 礒 崎 文 雄 西宇和郡伊方町三崎５６２６番地

〃 木 下 定 文 西宇和郡伊方町与侈７０８番地

〃 亀 井 金次郎 西宇和郡伊方町串５６７番地

〃 松 下 均 西宇和郡伊方町正野４３４番地

〃 平 尾 長 一 西宇和郡伊方町二名津４６番地１

〃 浜 西 岩三郎 西宇和郡伊方町二名津４２番地

〃 小 西 一 郎 西宇和郡伊方町二名津４１番地

〃 山 下 三 郎 西宇和郡伊方町名取７３５番地

〃 松 本 忠 春 西宇和郡伊方町松６７番地

〃 濱 永 喜八郎 西宇和郡伊方町明神１１６番地

〃 中 村 一 利 西宇和郡伊方町釜木８７３番地

〃 河 野 万 平 西宇和郡伊方町平礒３８番地

監 事 田 中 正 朗 西宇和郡伊方町三崎１２０３番地

〃 山 下 忠 徳 西宇和郡伊方町三崎１６８５番地

〃 村 市 忠 西宇和郡伊方町二名津３１３番地

退 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 山 下 茂 西宇和郡伊方町三崎１７２１番地

〃 溜 池 保 政 西宇和郡伊方町三崎１２７１番地

〃 溜 池 信 次 西宇和郡伊方町三崎１１６５番地

〃 阿 部 鐵 雄 西宇和郡伊方町三崎１５５２番地

〃 曽我部 金 二 西宇和郡伊方町高浦３６番地

〃 高 月 仁 西宇和郡伊方町佐田７６番地

〃 木野本 伸 行 西宇和郡伊方町大佐田２番地

〃 山 本 治 洋 西宇和郡伊方町井野浦４２番地

〃 岩 本 文 三 西宇和郡伊方町三崎５１８８番地２

〃 木 下 定 文 西宇和郡伊方町与侈７０８番地

〃 岡 崎 告 夫 西宇和郡伊方町串４３９番地

〃 松 下 均 西宇和郡伊方町正野４３４番地

�愛媛県告示第７９２号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２０年５月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２０中局建（開）第７号

平成２０年５月１日
伊予郡松前町大字西古泉字小鯛２２２番１及び２２２番４

松山市二番町四丁目２番地９

グランディア番町７０２号

河 野 淳

愛 媛 県 報平成２０年５月１３日 第１９６３号
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監 査 公 表

〃 平 尾 長 一 西宇和郡伊方町二名津４６番地１

〃 浜 西 岩三郎 西宇和郡伊方町二名津４２番地

〃 住 江 弥平彦 西宇和郡伊方町二名津２８４番地

〃 山 下 三 郎 西宇和郡伊方町名取７３５番地

〃 松 本 忠 春 西宇和郡伊方町松６７番地

〃 中 村 満 治 西宇和郡伊方町明神１２３番地

〃 中 村 一 利 西宇和郡伊方町釜木８７３番地

〃 河 野 万 平 西宇和郡伊方町平礒３８番地

監 事 田 中 正 朗 西宇和郡伊方町三崎１２０３番地

〃 垣 内 源一郎 西宇和郡伊方町松５６１番地１

�������
�愛媛県告示第７９４号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり道路の位置を指定した。

平成２０年５月１３日

愛媛県南予地方局長 渡 部 敏 夫

１ 指定年月日及び番号

平成２０年４月２３日 １９大土建（道）第２号

２ 道路の位置

大洲市八多喜町甲１３６５番地２の一部、甲１３９５番２及び甲１３６５番

２地先農道

幅員 ４．００メートル

延長 ３５．００メートル

３ 申請人の住所及び氏名

大洲市八多喜町甲１２７８番地２ 久保 茂

大洲市八多喜町甲１２５３番地 岡上 百子

大洲市八多喜町甲１３５６番地２ 矢野 満利

４ 図面省略

�公表第１７号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定により、

措置を講じた旨の通知があったので、次のとおり公表する。

平成２０年５月１３日

愛媛県監査委員 壺 内 紘 光

同 白 石 友 一

同 田 中 多佳子

同 明 比 昭 治

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

林 業 政 策 課 平成１９年１０月２３日

森 林 整 備 課 〃

漁 政 課 〃

（監査の結果）

１ 林業改善資金特別会計における林業改善資金貸付金償還金について

は、納期限内の収入確保に努めるとともに、滞納繰越額の縮減に、よ

り一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１８年度 ３，４１５，０００ ２１，４７８，０４４ ２４，８９３，０４４

１７年度 １，０５５，０００ ２２，５６３，０４４ ２３，６１８，０４４

差引増減 ２，３６０，０００ △１，０８５，０００ １，２７５，０００

（林業政策課）

２ 林業改善資金特別会計における違約金（貸付金償還金に伴うもの。）

については、適切な債権管理が望まれる。

調定年度 収入未済額（円） 備 考

１６年度 ２１２，６４６

１５年度 ３１５，７４７

計 ５２８，３９３

（林業政策課）

３ 県有林経営事業特別会計の執行状況については、県営林経営改善計

画に基づいた経営改善の取組がなされた結果、単年度の歳入歳出差引

歳入不足額は、前年度に比べて減少している。

しかしながら、歳入歳出差引歳入不足額は、昭和５９年度以降、毎年

度繰上充用の措置が講じられ、平成１８年度決算では２０億９，０００万円余

となっており、収支の不均衡が拡大していることから、今後とも健全

な経営に向けて、より一層の努力が望まれる。

（森林整備課）

４ 沿岸漁業改善資金特別会計における沿岸漁業改善資金貸付金償還金

については、納期限内の収入確保に努めるとともに、滞納繰越額の縮

減に努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１８年度 １，５００，０００ ５００，０００ ２，０００，０００

１７年度 １，１５０，０００ ０ １，１５０，０００

差引増減 ３５０，０００ ５００，０００ ８５０，０００

（漁政課）

（措置の内容）

１ 林業改善資金貸付金償還金については、近年、林業・木材産業を取

り巻く経営環境が厳しさを増す中、法人の解散による事業の廃止等に

より１８年度末で５件２４，８９３，０４４円（件数は債務者数）の未収金が生じ

ており、債務者の資力等に応じた償還の指導に努めた結果、１９年度中

４，０３５，０００円が償還され、２０年２月末現在の滞納繰越に係る未収金額

は２０，８５８，０４４円となったが、１９年度に新たに４件５，２３７，０００円の未収

金が発生したことから、２０年２月末現在の未収金総額は２６，０９５，０４４円

となっている。

今後とも、適正な償還指導を行い、未収金の早期収入に努めたい。

（林業政策課）

２ 貸付金償還金の返済が遅延したことにより生じる違約金については、

その額が確定した時点で請求を行い、そのほとんどを期限内に収入し

ている。

しかし、法人の解散による事業の廃止等に伴い期限前償還の請求を

行った貸付金償還金に係る違約金２件５２８，３９３円については、債務者

の資力等を考慮し、貸付金償還金優先による償還を認めているところ

であり、違約金の請求は行ってはいるが、貸付金償還金完済後に改め

て督促することとしている。

今後とも、違約金に係る適正な債権管理に努めたい。

（林業政策課）

３ 県営林の経営については、平成１２年２月に策定した県営林経営改善

計画「県営林経営の新たな改善方向（Ｈ１２～７６）」に基づき早期財政

健全化等に取り組んでいる。

平成１９年度においては、従来から行っている国庫補助事業の導入に

愛 媛 県 報平成２０年５月１３日 第１９６３号
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雑 報

正 誤

�公 告

環境影響評価書について

愛媛県環境影響評価条例（平成１１年愛媛県条例第１号。以下「条

例」という。）第２１条の規定に基づき、オオノ開發株式会社東温処

分場廃棄物焼却施設整備事業に係る環境影響評価書（以下「評価書」

という。）を作成したので、条例第２３条の規定に基づき、次のとお

り公告し、評価書を縦覧に供する。

平成２０年５月１３日

オオノ開發株式会社

代表取締役 大 野 照 旺

１ 事業者の氏名及び住所

� 事業者の名称 オオノ開發株式会社

� 代表者の氏名 代表取締役 大野 照旺

� 主たる事務所の所在地 松山市北梅本町甲１８４番地

２ 対象事業の名称、種類及び規模

� 名称 オオノ開發株式会社東温処分場廃棄物焼却施設整備事

業

� 種類 産業廃棄物焼却施設の設置の事業

ごみ焼却施設の設置の事業

� 規模 １日当たりの処理能力 １２０トン ２基

３ 対象事業が実施されるべき区域

愛媛県東温市河之内北引岩乙８２５－３外

（オオノ開發株式会社 東温処分場内）

４ 関係地域の範囲

愛媛県西条市及び東温市

５ 評価書の縦覧の場所、期間及び時間

� 縦覧場所 愛媛県庁、西条市役所、西条市役所丹原総合支所、

東温市役所

� 縦覧期間 平成２０年５月１３日から平成２０年６月１２日まで（土、

日、祝日を除く。）

� 縦覧時間 ９時から１７時まで

�正 誤

平成２０年３月２８日付け第１９５０号外２愛媛県規則第２３号（特定非営

利活動促進法施行条例施行規則の一部を改正する規則）中

ページ 箇 所 誤 正

３
表中

改正前欄

第４条
第５条
第６条
第７条
第８条

第３条
第４条
第５条
第６条
第７条

�正 誤

平成１９年３月３１日付け第１８４８号外２愛媛県規則第１９号（愛媛県立

子ども療育センター使用規則）中

ページ 箇 所 誤 正

８ 第２条第３項
中 前１項 第１項

１０ 第３２条中 別表第１医療診療報酬
点数表

別表第１医科診療報酬
点数表

�正 誤

平成２０年３月１１日付け第１９４５号愛媛県選挙管理委員会告示第８号

（愛媛県議会議員及び愛媛県知事の選挙における選挙運動用自動車

の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程の一部を

改正する規程）中

ページ 箇 所 誤 正

１６９ 上から１行目
「選挙運動用自動車の
使用及び選挙運動用ポ
スターの作成」

「選挙運動用自動車の
使用及び選挙運動用ポ
スターの作成の公営」

�正 誤

平成２０年３月３１日付け第１９５０号外５愛媛県教育委員会訓令第３号

（えひめ青少年ふれあいセンター処務規程）中

ページ 箇 所 誤 正

２３４ 附則中 附 則
この訓令は、平成２０

年４月１日から施行す
る。

附 則
（施行期日）

１ この規程は、平成
２０年４月１日から施
行する。
（経過措置）

２ この規程の施行の
際現に作成されてい
る愛媛県選挙管理委
員会委員長、愛媛県
選挙管理委員会書記
長及び愛媛県選挙管
理委員会の公印は、
改正後の愛媛県選挙
管理委員会規程（以
下「新規程」とい
う。）別表第２の規
定にかかわらず、改
刻されるまでの間は、
使用することができ
る。
（施行前の準備）

３ 新規程第１８条の規
定による公印の新設、

附 則
この訓令は、平成２０

年４月１日から施行す
る。

よる育林経費の負担軽減に加え、

○森づくり交付金事業（新規、国費１００％）等の実施

○ボランティア活動や企業の森づくり活動の拠点となる“森林づく

りフィールド”の提供・整備（森林環境税事業）

○担い手の育成のための“研修フィールド”の提供

など、育林経費（特別会計）の支出を伴わない県営林の整備にも努め

ており、今後とも可能な限りの収支改善を行い、健全な経営に向けて

鋭意努力をして参りたい。

（森林整備課）

４ 沿岸漁業改善資金貸付金償還金については、厳しい漁業経営等を強

いられる中、平成１８年度末で２件２，０００，０００円の６ヵ月を超える長期

延滞が生じており、分割償還計画の作成及び返済の指導に努めた結果、

１９年度中に２２０，０００円が償還され、２０年２月末現在の延滞繰越に係る

未収金額は１，７８０，０００円となったが、１９年度分１，５００，０００円の延滞額

が加わり、２０年２月末現在の未収金額は２件３，２８０，０００円となってい

る。

今後とも、適正な償還指導を行い、未収金の早期収入に努めたい。

（漁政課）

愛 媛 県 報平成２０年５月１３日 第１９６３号
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改刻又は廃止の承認
を受けようとする者
は、この規程の施行
前においても、その
手続を行うことがで
きる。新規程第１９条
の規定による公印の
登録についても、同
様とする。

平成２０年５月１３日 発行
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